
別表３ 

 

【判定料金】 

 

１． 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料（消費税込み） 

 
(1) 一戸建ての住宅（計画変更の場合も同じ料金とする） 

床面積 標準計算法 外皮を仕様基準による

場合 

200 ㎡以内 38,500 円 15,400 円 

200 ㎡超 300 ㎡以内 44,000 円 15,400 円 

 
(2) 長屋、共同住宅又は併用住宅の場合（すべての計算方法で同一とし、計画変更の場合も同じ料金とす

る） 

38,500 円＋24,200 円×(A－1) 

（A＝判定を行う住戸又は非住宅部分の数。以下同じ。） 

 
(3) 軽微変更該当証明 

一戸建ての住宅 14,300 円 

長屋、共同住宅又は併用住宅の場合 14,300 円×Ａ 

 
２. 判定料金を減額する場合の手数料（消費税込み） 

 
(1) 建築確認申請を公社に提出する場合（計画変更の場合も同じ料金とする） 

床面積 標準計算法 外皮を仕様基準に

よる場合 

長屋、共同住宅又

は併用住宅の場合 

200 ㎡以内 35,200 円  
12,100 円 

35,200 円＋

24,200 円 

×(A－1) 
200 ㎡超 300 ㎡以

内 

40,700 円 

(2) 設計住宅性能評価又は長期使用構造確認申請を公社に提出する場合（計画変更の場合も同じ料金とする） 

床面積 標準計算法 外皮を仕様基準に

よる場合 

長屋、共同住宅又

は併用住宅の場合 

全て 14,300 円 11,000 円 別途協議による 

  (1)､(2)を併用する場合は（2）の規定による 

 
(3) 同一の住宅を同時に複数棟申請する場合など審査の効率化が可能と認められる場合は、別途協議のうえ

50％を上限に減額する。 

  


